
 

 

 これは、嘉永４（1851）年、幕府の評定所が、池端村（いけはたむら、現・前

橋市池端町）と、下野田村（しものだのむら、現・北群馬郡吉岡町）・伊香保村

（現・渋川市伊香保町）らとの、榛名山二ツ岳の「蒸し湯」（蒸し風呂）をめぐる

訴訟を裁定した示談書です（写し）。 

二ツ岳には入会秣場（共有地）があり、寛文８（1668）年の裁許により池端

村・下野田村らの「桃井領１３ヶ村」と「伊香保村ほか４ヶ村」の利用が認めら

れていました。また、現地には湯気が立ち上っていましたが、池端村などが蒸し

湯で稼ごうとする動きがあると、伊香保村は上記の裁許を持ち出し、「温泉の営業

に差し障る」と主張して、営業させないようにしていました。その後も蒸し湯稼

ぎをめぐる争いは繰り返され、文政８（1825）年には池端村が、天保 12（1842）

年には下野田村が敗訴しました。 

今回の件は、その後の弘化４（1847）年に、池端村の名主十左衛門が、下野田

村・伊香保村などが結託し、小屋を建て「湯銭」を取って営業して、お金を持た

ない訪問者を威している、などと幕府へ訴えたことに始まりました。 

最終的には下記の内容で和解し、合意しました。 

⚫  榛名山を参詣する湯治客のために伊香保村の宿主らに雇われた道案内人

が、心得違いをして蒸し湯へ連れて行った。その時、監視の見廻りとして蒸

し湯にいた下野田村側の九兵衛は、病に苦しむ者を不憫に思い、禁止の蒸し

湯をさせていた。その様子を見た池端村役人らは、下野田村・伊香保村など

の者たちが天保度の取り決めを破り、蒸し湯稼ぎをしていると誤解した。 

伊香保村の温泉渡世の者も、榛名山への道案内人の依頼に関して不行き届

きな点もあったので、九兵衛・伊香保村は深くお詫びする。 

⚫  今後も「桃井領１３ヶ村」と「伊香保村ほか４ヶ村」計１８ヶ村は、寛文

期の御裁許、天保期の済口証文記載事項を守り、蒸し湯稼ぎをさせないよう

監視を行き届かせる。 

 

 本文書からは、伊香保温泉に多くの人が訪れて賑わっていた様子もわかりま

す。昔から温泉地の多い上州ならではの史料といえます。 
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